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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
弁
護
士
に
よ
る
「
相
続
と
遺
言
に
つ

い
て
」
の
講
話
と
個
別
相
談（
無
料
）を

開
催
し
ま
す
。

　
亡
く
な
っ
た
後
の
相
続
は
誰
に
な
る

の
か
、
遺
言
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す

の
か
な
ど
の
基
本
的
な
話
か
ら
、
将
来

的
な
不
安
や
心
配
ご
と
な
ど
の
個
別
相

談
を
無
料（
予
約
制
）で
行
い
ま
す
。

　
個
別
相
談
は
、
相
続
関
係
に
限
ら
ず
、

家
族
問
題
、
財
産
問
題
な
ど
、
弁
護
士

か
ら
の
専
門
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め

る
方
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
え
る
良
い
機

会
に
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

◆
日
時
　

１０
月

２８
日（
水
）午
後
１
時
〜

４
時（
予
定
）

◆
場
所
　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
本
庁

前
）大
ホ
ー
ル

◆
講
師
　
鶴
田
雅
彦
さ
ん（
弁
護
士
）

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

蕁
４
３
―
２
２
４
０（
直
通
）

※
お
申
し
込
み
の
際
に
、
講
話
の
み
の

参
加
か
、
個
別
相
談
も
希
望
す
る
の

か
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　
水
産
動
植
物
の
資
源
保
護
を
図
る
た

め
、
漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合
お
よ

び
、
漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に

従
事
し
て
行
う
場
合
、
水
産
研
究
を
行

う
場
合
を
除
い
て
は
、「
漁
具
・
漁
法

の
制
限
」
ま
た
「
採
捕
期
間
」「
体
長
制

限
」
が
高
知
県
漁
業
調
整
規
則
に
よ
り

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
禁
止
期
間
外
で
あ
っ
て
も
漁
業
協
同

組
合
員
以
外
の
方
は
無
断
で
採
捕
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
違
反
対
象
の
水
産
物
の
所
持
・

販
売
を
す
る
と
同
規
則
に
よ
り
懲
役
や

罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 

水
産
振
興
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
５（
課
直
通
）

　
高
知
県 

漁
業
振
興
課

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
１
―
４
６
０
６

「
相
続
と
遺
言
に
つ
い
て
（
講
話
）
」

と
「
個
別
相
談
」
を
開
催
し
ま
す

　
（
出
前
法
律
相
談
）

水
産
動
植
物
の
採
捕
に
つ
い
て

　
（
海
面
漁
業
・
内
水
面
漁
業
）

名　　　称 禁　止　期　間 体長などの制限

いせえび 5月1日～9月15日 殻長13cm以下

とこぶし・あなご 9月1日～翌年3月31日 殻長3cm以下

あわび 9月1日～翌年3月31日 殻長9cm以下

さざえ 9月1日～翌年3月31日

てんぐさ類 9月1日～翌年2月末日

ふのり 10月1日～翌年2月末日

あらめ 10月1日～翌年6月30日

名　　　称 禁　止　期　間 体長などの制限

あ　ゆ
10月15日～12月1日

全長10cm以下
12月31日～翌年5月15日

ます類（あまご・いわなを含む） 8月1日～10月15日 全長10cm以下

全長21cm以下

全長15cm以下

うなぎ 10月1日～翌年3月1日

こ　い 通年

海面漁業

内水面漁業


